
 

                              

                              
 

 
 学校教育目標 

やさしく かしこく たくましく ～自分らしさが輝く信篤っ子の育成～ 
                                 児童数  ７４３名 

                              （令和３年１２月１日現在） 

 
今年も残すところあと１週間ほどとなりました。保護者の皆様からの温かい御支援と御協力

により、着実に教育活動を進めることができましたことに感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。来る令和４年も、引き続き「自分らしさが輝く信篤っ子の育成」に向けて取り組ん
でまいります。どうぞ良いお年をお迎えください。 
        

令和４年１月の主な行事 
日 曜日 行  事 日 曜日 行  事 

１ 土 「元日」 

年のはじめを祝う。 

17 月 ・校内書初め展（～２１日（金）） 

18 

 

 

火 

 

 

・３年 市川特支交流会（信篤小） 

・６年 高谷中生徒会来校 

・県カウンセラー来校 
６ 木 ・朝会 

 

７ 金 ・平常日課 ・給食開始 

・５年 書初め会 

・身体測定 ２年３年６年 

19 

 

 

水 

 

 

・３年 市川特支交流会（信篤小） 

・クラブ活動⑤（３年生・保護者見学） 

 

10 

 

 

月 

 

 

「成人の日」 

おとなになったことを自覚し、みずから生き

抜こうとする青年を祝いはげます。 

20 木 ・集金再引き落とし日 ・古紙回収 

21 

 

金 

 

・オープンスクール ２３校時 

・長縄集会     ４５校時 

11 火 ・水曜日課 ・委員会活動⑨  

・身体測定 なのはな４年１年５年 

・６年 書初め会 ・集金引き落とし日 

22 土 ・第２回お父さん会１０：００～１３：００ 

24 月 ・第２回教育相談週間（児童）～３１日（月） 

25 火 ・学力向上推進校公開研究会 

26 

 

水 

 

・委員会活動⑩  

 12 

 

水 

 

・４校時日課  

・３年 書初め会 28 

 

金 ・４年 校外学習（千葉県成田市方面） 

・自習室開放 13 木 ・４年 書初め会 

14 金 ・ＰＴＡ理事会 ９：３０  

 

令和４年２月の主な行事予定 

日 曜日 行  事 日 曜日 行  事 

２ 

 

水 

 

・１～５年 校内学力テスト  

・６年 校外学習（国会議事堂他） 

15 火 ・２年 寺子屋・県カウンセラー来校  

16 水 ・クラブ活動（最終） 

３ 木 ・朝会 ・６年 校内学力テスト 17  木 ・古紙回収 

４ 金 ・新１年生保護者説明会 18 金 ・６年生ありがとう集会 ・自習室開放 

８ 火 ・５年 校外学習（千葉ＪＦＥ他） 21 月 ・集金再引き落とし日 

９ 水 ・定例研 23 水 「天皇誕生日」  

10 木 ・集金引き落とし日 24 木 ・授業参観・懇談会（低学年） 

11 金 「建国記念の日」 25 金 ・授業参観・懇談会（なのはな・高学年） 

令和３年１２月２３日（木） 

市川市立信篤小学校  

校長 池田 淳一 
http://ichikawa-school.ed.jp/shintoku-sho/ 
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病気や怪我、事故などに気をつけて、安全に冬休みの生活を送ってほしいと思います。また、特に下記の

ことに留意して、充実した生活が送れるよう、御理解と御協力をお願いいたします。 

 

 

①安全な生活のために  

・外出時のマスクの着用及び検温への御協力をお願いします。 

・遊びに行く時などは、家の人にいつ・どこへ・誰と・何をしに・何時に戻るかをしっかり伝えてから 

行かせてください。 

・午前１０時までは自宅で過ごさせてください。また、市川市の４時３０分の放送までに帰るようにさ

せてください。 

・商業施設や危険な場所に子供だけでは行かせないでください。 

（ゲームセンター・デパート・スーパー・映画館・繁華街・江戸川の土手など） 

・公共の場でのマナー，他の人の家や田畑への迷惑行為についても気をつけるようにしてください。 

・危険な遊びをさせないでください。(エアーガンなど)   

・子どもだけでの夜間の外出はさせないでください。 

・お金やゲームの貸し借りをさせないでください。 

・携帯電話やスマートフォン、ゲーム機を使用する場合には，家庭でルールを決め、 

十分に注意して使用させてください。 
 
 

②交通事故防止のために  

・交通ルールを守らせるようにしてください。道路横断の際は、左右の確認をして飛び出しに注意させ

てください。自転車に乗るときは、「自転車安全利用五則」を意識し、安全な乗り方を徹底しましょ

う。 

 

 

 
 
 

③不審者等から身を守るために  

・不審者には気をつけ、連れ去りを防ぐ合言葉「イカのおすし」 
をよく理解させてください。 

【もし不審者に遭ったり、被害を受けそうになったりしたら】 

＊近くの歩行者、通りがかりの車などに助けを求める。 

＊近くの家(かけこみ１１０番等)にとびこみ、助けを求める。 

＊できるだけすぐに１１０番通報をする。 

 （早ければ早いほど、警察官がパトロールしてくれます。） 
・不審な電話がかかってきたら、「わからない」と言って切るか、家の人に代わるようにさせてくださ

い。 
【もしもの時の連絡先】 

★原木交番 327-0782 ★市川警察署 370-0110 ★行徳警察署 397-0110  

 

④その他  

・交通事故、不審者等の緊急事態が生じた際は、警察へ連絡をお願いします。 

・冬休み期間中に、お子様や同居家族の方がＰＣＲ検査等を受けた時、また、検査結果がわかった時  

（陰性、陽性にかかわらず）は、学校または学校緊急携帯電話まで必ず御連絡をお願いいたします。 

①自転車は車道が原則、歩道は例外 ②車道は左側を通行 ③歩道は歩行者優先で、車道寄りを

徐行 ④安全ルールを守る ⑤子供（13 歳未満）はヘルメット着用 

「イカのおすし」 
知らない人についてイカない 

車や悪い誘いにのらない 
「助けて」とおお声を上げる 

すぐに逃げる 
大人の人にしらせる 
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